
 
第 1 章 総則 
 
第 1 条 （利用規約の適用） 
株式会社クレオヒューマン（以下、「当社」といいます。）は、オンライン
授業スタートパック（光コラボレーションモデル）利用規約（以下、「本
利用規約」といいます。）を定め、本利用規約を遵守することを条件と
して利用契約を締結していただいた契約者（以下、「契約者」といいま
す。）に対し、本利用規約に基づきオンライン授業スタートパック（光コ
ラボレーションモデル）（以下、「本サービス」といいます。）を提供します。
本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追
加規定（以下、「個別規定等」といいます。）が適用されます。なお、
約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に
優先して適用されるものとします。 
 
第 2 条 （利用規約の変更） 
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更するこ

とがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利
用規約によります。 

2. 本利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる
契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するも
のとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後
の利用規約が適用されるものとします。 

3. 当社は、業務上必要なときは、本利用規約の特約を定めること
があります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵
守するものとします。 

 
第 3 条 （用語の定義） 
別紙１（用語定義）のとおりとします。 
 
第 4 条 （本サービスの提供条件および提供場所） 
1. 本サービスの提供場所は日本国内のうち、次に定めるサービス提

供地域に限定するものとします。 
・西日本電信電話株式会社の営業区域  

2. 本サービスは、別途当社の定めるサービス（以下、「被接続サービ
ス」といいます。）に付随して提供し、本利用規約の他、被接続
サービスの利用規約及び関連する特約等の契約条件も適用され
るものとします。 

3. 本条に定める本サービスの提供条件および提供場所は、当社の
都合により変更することがあります。本サービスの提供条件および
提供場所の変更・廃止に伴って契約者が被る不便、不都合、損
失、損害等について、当社はいかなる責任も負いません。 

4. 契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを
第三者に対して電気通信役務として提供することはできません。 

 
第 5 条 （サービスの種類） 
1. 当社が提供する本サービスは、別紙２（サービスメニューの種類）

のとおりです。 
2. 本サービスには、別途提示の見積料金表（以下、料金表といい

ます。）に規定する通信又は保守の態様による品目及び細目が
あります。 

 
第 6 条 （本サービスの廃止） 
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を廃止す

ることがあります。本サービスを廃止する場合には、２ヶ月以上前
に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サ
ービスを廃止することとします。 

2. 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合に
おいても、当社は一切の責任を負いません。 

 

第 2 章 契約 
 
第 7 条 （契約の単位） 
1. 当社は、契約者回線等１回線ごとに１の利用契約を締結しま

す。 
2. 契約者は、被接続サービスの契約と同一であることとし、それぞれ

１の契約につき１人に限ります。 
3. 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあり

ます。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守する
ものとします。 

 
第 8 条 （契約者回線等番号） 
1. 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより１の契約

者回線等ごとに当社が定めます。 
2. 当社は、災害復旧、移転等その他技術上又は業務の遂行上や

むを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更すること
があります。 

3. 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あ
らかじめそのことを契約者に通知します。 

4. 契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式
により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行う
ことができます。この場合において、当社は、その請求等は契約者
が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責
任を負いません。 

 
第 9 条 （その他の提供条件） 
本サービスに関するその他の提供条件については、別途提示のご提案書
に定めるところによります。 
 
 
第 3 章  申込および承諾等 
 
第 10 条 （利用申込および承諾等） 
1. 本サービスおよびオプションサービスの利用の申し込みは、それぞれ、

被接続サービス利用規約及びその他契約等にて、当社が別途定
める方法により行うものとします。なお、基本サービスの種類により
提供可能なオプションサービスは、別途当社が指定するものとしま
す。 

2. 当社が行う申込に対する諾否は、各被接続サービス利用規約に
定めるとおりとします。また、次の場合には、本サービスの利用の申
込を承諾しないことがあります。  

(1) 本サービスの提供、または本サービスにかかる機器等の保守が技術
上著しく困難なとき。 

(2) 本サービスの提供をおこなっていない地域を設置場所とする申し込
みがあったとき。  

(3) 利用契約の申込みをした者が当社のサービスの料金又は工事に
関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。 

(4) 協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基
づく条件に適合しないとき。 

(5) 当社の定める利用規約（他のサービスも含む）に違反し、または
違反するおそれのあるとき。 

(6) 前各号の他、当社の業務遂行上支障があるとき。 
(7) 加入申込者が未成年であるとき。 

利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その
旨を書面またはその他の方法で通知します。 

 
第 11 条 （転用または事業者変更による転入） 
1. 西日本電信電話会社とＩＰ通信網サービスその他当社が定め

るサービス契約を締結している者は、その契約により提供されてい
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る各サービスを本サービスに移行すること（以下「転用」といいま
す。）また、他の光コラボレーション事業者の提供する FTTH アクセ
ス回線提供サービス（NTT 西日本より提供を受けた光アクセスサ
ービスを利用したもの）を契約中のお客様が、当社の FTTH アクセ
ス回線提供サービスへ移行すること（以下「事業者変更による転
入」といいます。）を申し込むことができます。なお、申し込みの方
法は、第１０条（利用申込および承諾等）によるものとします。  

2. 当社は、前項の規定により転用または事業者変更による転入の
申し込みがあったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。   

(1) 第１０条（利用申込および承諾等）第２項により申し込みを
承諾しないとき。 

(2) 西日本電信電話会社が承諾しないとき。 
3. 当社は、契約者に西日本電信電話会社と締結している転用前

の契約について未払の料金がある場合は、当該債務を当社が引
き継ぐことがあります。当社が引き継いだ債務について、契約者は、
当社の請求に従い、転用後の本サービスの料金と併せて支払うも
のとします。 

 
 
第 4 章 契約事項の変更 
 
第 12 条 （サービスメニュー等の変更） 
1. 本サービスまたはオプションサービスの変更の申し込みその他本利

用規約に定める各種請求は、それぞれ、被接続サービス利用規
約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとしま
す。なお、変更可能なメニュー、内容については、別途当社が指定
するものとします。 

2. 当社が行う変更申込に対する諾否は、第１０条２項の定めを
準用します。 

3. 変更の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その
旨を書面またはその他の方法で通知します。 

 
第 13 条 （契約者回線の移転） 
1. 契約者回線の移転の申込は、それぞれ、被接続サービス利用規

約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとしま
す。 

2. 当社は、前項の申込があったときは、被接続サービス利用規約及
び特約等の規定に準じて取り扱います。ただし、次の場合には、
移転の申込を承諾しないことがあります。  

(1) 移転先が本サービスの提供地域外であるとき。 
(2) 移転先において、技術上、または設備上その他提供が困難なと

き。 
(3) 前各号の他、協定事業者の承認をえられないときまたは当社の

業務遂行上支障があるとき。 
3. 移転により提供地域が変更になる場合は、提供するサービスメニ

ューが変更になる場合があります。 
4. 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その

旨を書面またはその他の方法で通知します。 
 
第 14 条 （権利の譲渡等の制限） 
1. 契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法に

より、利用契約を譲り受けるもの（以下、「譲受者」といいます。）
とともに当社に申込むものとします。 

2. 前項の譲渡申込は、被接続サービスの契約の譲渡と合わせて申
し込むものとします。 

 
第 15 条 （承諾の限界） 
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承
諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である
等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこと
があります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。た
だし、本利用規約その他において別段の定めがある場合は、その定める
ところによります。 
 

第 16 条 （契約者が行う契約の解除） 
1. 契約者は、利用契約の一部又は全部を解除しようとする ときは、

そのことをあらかじめ当社に対し、当社が定める方法により通知し
ていただきます。 

2. 契約者が利用契約の解除、または他の光コラボレーション事業者
の提供する FTTH アクセス回線提供サービス（NTT 西日本より提
供を受けた光アクセスサービスを利用したもの）への移行（以下
「事業者変更による転出」といいます。）を申し入れた場合、別
途当社が定める日をもって、当該サービスを利用する契約者と当
社との利用契約は解約され、当該サービスの提供は終了するもの
とします。 

  
第 17 条 （当社が行う契約の解除） 
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知

することなく利用契約を解約することができるものとします。 
(1) 第２６条（利用停止）の規定に該当する契約者が、その事実

を解消しないおそれがあるとき。 
(2) 第２６条（利用停止）の事由がある場合において、当該事由

が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められると
き。 

(3) 第１０条（利用申込および承諾等）第２項各号のいずれかの
事由が判明、または発生したとき。 

(4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。 
(5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場

合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。 
(6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結し

ている者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 
(7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線

収容替え（契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する
他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。）
を行うことができないとき。 

(8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れ
ないとき 

(9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 
(10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執

行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立
てがされたとき 

(11) 第 6 条（本サービスの廃止）に基づき、当社が、本サービスを廃
止するとき。 

(12) 契約者が第３０条第１項各号の規定のいずれかに該当する場
合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼす
と認められるとき 

(13) 事業者変更による転出が成立したとき 
2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サー

ビスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設
備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除
します。  

3. 当社は、前２項の規定により、その利用契約を解除しようとする
ときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。    

 
 
第 5 章 付加機能 
 
第 18 条 （付加機能の提供） 
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付
加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難な
とき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障
があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。 
 
第 19 条 （付加機能の利用の一時中断） 
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時
中断（その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用
できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 
 



第 20 条 
（利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能） 
契約者は、前２条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示
を行うことにより、料金表に規定する付加機能を利用することができま
す。 
 
 
第 6 章 端末設備の提供等 
 
第 21 条 （端末設備の提供） 
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより端
末設備を提供します。 
 
第 22 条 （端末設備の移転） 
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の
移転を行います。 
 
第 23 条 （端末設備の利用の一時中断） 
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の
利用の一時中断（その端末設備を他に転用することなく一時的に利
用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 
 
第 24 条 （端末設備の返還等） 
1. なんらかの事由により利用契約が解除となったときは、その端末

設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復した
うえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付
することにより当社へ返還するものとします。 

2. 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、
その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として
当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を
請求することができます。 

 
 
第 7 章 利用中止等 
 
第 25 条 （利用中止） 
1. 当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがありま

す。 
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

（相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含
みます。）。 

(2) 第 32 条（通信利用の制限等）の規定により、サービスの利用を
中止するとき。 

(3) 契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。 
2. 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あら

かじめそのことを契約者に当社が指定するホームページ、電子メー
ル、電話又は書面等による通知を行います。ただし、緊急やむを
得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求
によるものである場合は、この限りでありません。 

 
第 26 条 （利用停止） 
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月以内で

当社が定める期間（そのサービスの料金その他の債務（本利用
規約の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、
工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。
以下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料
金その他の債務が支払われるまでの間）、そのサービスの利用を
停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わな
いとき。 

(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービ
スに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお
支払わないとき。 

(3) 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社
以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の
提供する電気通信役務に係る電気通信回線を当社の承諾を得
ずに接続したとき。 

(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電
気通信設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提
供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき
又はその検査の結果、端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令
第 31 号）（以下「技術基準」といいます。）及び端末設備等
の接続の条件（以下「技術的条件」といいます。）に適合してい
ると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契
約者回線等から取りはずさなかったとき。 

(5) 契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを
第三者に対して電気通信役務として提供したとき。  

(6) 前５号のほか、本利用規約の規定に反する行為であってサービス
に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著し
い支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

2. 当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をするときは、あら
かじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知し
ます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 
 
第 8 章 契約者の義務 
 
第 27 条 （電子メールの受領） 
1. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た電

子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社からの依頼のあ
った場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。 

2. 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパー
トナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があ
ります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出
ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事がで
きます。 

 
第 28 条 （設置場所の提供等） 
1. 当社が契約者回線等の設置に関して、設置場所の敷地又は建

物内に、電気通信設備を設置することを求めた場合には、契約
者はこれに無償で応ずるものとします。また、第六章により当社よ
り提供される端末設備についても同様とします。  

2. 前項により当社が設置する電気通信設備および提供される端末
設備に必要な電気は、契約者が提供するものとし、その費用は
契約者が負担するものとします。  

3. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区
域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備
を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する
ときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとしま
す。 

 
第 29 条 （電気通信設備の管理等） 
1. 契約者は、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備ま

たは提供する端末設備（あわせて以下「当社設備」といいます。）
を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、次のことを守る
ものとします。  

(1) 当社が契約に基づき設置した当社設備を移動し、取りはずし、変
更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導
体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際
して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気
通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が
認めるときは、この限りでありません。 

(2) 当社設備を改造又は改変するなどにより、通信の伝送交換に妨
害を与える行為を行わないこと。   

(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設
備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 



(4) 当社設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のた
めの担保として提供し又は使用させないこと。 

(5) 当社設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。  

2. 契約者は、本利用規約の規定に違反し、または契約者の過失に
より電気通信設備または端末設備を亡失し、又はき損したときは、
当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必
要な費用を支払うものとします。 

 
第 30 条 （禁止行為） 
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものと

します。  
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類

似する行為。 
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、

信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはその
恐れのある行為。  

(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を
用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。  

(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行
為、あるいはそれに類似する行為。  

(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する
行為、またはその恐れのある行為。  

(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害す
る行為、またはその恐れのある行為。 

(7) 犯罪行為、犯罪行為を唆す、もしくは容易にさせる行為、または
その恐れのある行為。 

(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する
行為。 

(9) 公職選挙法に違反する行為、またはその恐れのある行為。  
(10) 無限連鎖講（「ねずみ講」）あるいはそれに類似する行為、また

はこれを勧誘する行為。 
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを

発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律
に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。 

(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律（以下、「風営適
正化法」といいます。）が規定する映像送信型性風俗特殊営業、
あるいはそれに類似する行為。  

(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規
制等に関する法律（以下、「出会い系サイト規制法」といいま
す。）が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類
似する行為。 

(14) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそ
れの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広
告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている
医薬品を販売等する行為。 

(15) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはその恐れのある
行為。 

(16) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービ
スを利用する行為、またはその恐れのある行為。  

(17) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に
不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および
当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に
支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行
為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいは
それに類似する行為。  

(18) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール（特定電
子メールを含むがそれに限定されない）を送信する行為。または
第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール（「嫌
がらせメール」、「迷惑メール」）を送信する行為、あるいはそれに
類似する行為。  

(19) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはその恐れの
あるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する行為、
第三者に提供する行為、またはその恐れのある行為。 

(20) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の
高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピ
ュータ・プログラムを配布する行為。 

(21) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消
去する行為。 

(22) 他人の ID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行
為。 

(23) ひとつの ID を重複して同時にログインする行為。 
(24) その他、他人の法的利益を侵害する行為、公序良俗に反する方

法あるいは態様において本サービスを利用する行為。  
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを

張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為
を含みます。 

3. 第１項第１２号および第１３号については、風営適正化法ま
たは出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営され
ていることを、当社が確認できたものについては、第１項の規定適
用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。
ただし、その後、第１項で定める禁止行為を行った場合や不適正
な事業運営であると当社が判断した場合は、第２６条（利用
停止）に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあ
ります。  

4. 契約者が第１項で規定する禁止行為に該当する行為を行ってい
ると当社で判断した場合、当社は、第２６条（利用停止）に
定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対
応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為によ
り被る損害費用等を契約者に請求することがあります。  

 
 
第 9 章 通信 
 
第 31 条 （発信者番号通知） 
1. 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところに

より発信者番号通知（契約者回線等に係る契約者回線等番
号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知す
ることをいいます。以下同じとします。）を行います。ただし、契約
者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。 

2. 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相
手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しな
いことに伴い発生する損害については、本利用規約中の責任の
制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負いま
す。 

 
第 32 条 （通信利用の制限等） 
1. 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生する

おそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ること
があります。  

2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことが
あります。 

 
第 33 条 （回線相互接続） 
契約者は、当社の承諾なく、その契約者回線等の終端（相互接続点
又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。）において、
又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線
等と提供事業者又は提供事業者以外の電気通信回線設備を設置
する電気通信事業者が提供する電気通信役務に係る電気通信回線
との接続することはできません。 
 
 
第 10 章 料金等 
 
第 34 条 （料金及び工事に関する費用） 
1. 当社が提供するサービスの料金は、利用料金及び手続きに関す

る料金、工事費及び線路設置費とその計算方法は、料金表及
び被接続サービス利用規約等に定めるところによります。 



2. 契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、
本利用規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関す
る費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場
合には、当社が特に認める場合を除き、本利用規約の規定によ
り料金表に定める料金又は工事に関する費用（当社が請求し
た料金又は工事に関する費用の額と本利用規約の規定 により
料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するも
のとされている額との差額を含みます。）の支払いを要します。 

 
第 35 条 （利用料金の支払義務） 
1. 契約者は、その利用契約に基づいて当社がサービスの提供を開

始した日（付加機能についてはその提供を開始した日）から起
算して、契約の解除があった日（付加機能についてはその廃止が
あった日）の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃
止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）につ
いて、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。 

2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを利用す
ることができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によ
ります。  

(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料
金の支払いを要します。 

(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の
支払いを要します。 

(3) 契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電
気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、利用
料金の支払いを要します。  

(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協
定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気
通信事業の休止  

(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時
中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を
利用する契約を締結する者に帰する事由  

3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
るときは、その料金を返還します。 

4. 前３項に定めるほか、契約者は、そのサービスの一部（契約者回
線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の
都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分で
あって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条に
おいて同じとします。）について、相互接続協定に基づき協定事
業者（提供事業者が定める協定事業者に限ります。以下この
条において同じとします。）の契約約款等に定めるところにより、
料金の支払いを要します。 

5. 前項の場合において、そのサービスの一部の料金の設定については、
協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いに
ついては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
契約者は、サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請
求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める料金の支払い
を要します。ただし、そのサービスに係る工事の着手前にその契約
の解除があった場合は、この限りでありません。 

 
第 36 条 （手続きに関する料金の支払義務） 
契約者は、サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、
その承諾を受けたときは、料金表に定める料金の支払いを要します。た
だし、そのサービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合
は、この限りでありません。 
 
第 37 条 （工事費の支払義務） 
1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受

けたときは、料金表及び被接続サービス利用規約等に規定する
工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の
解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除
等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。 

2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に
かかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに

着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担する
ものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その
費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
第 38 条 （線路設置費の支払義務） 
1. 契約者は、次の場合には、料金表に規定する線路設置費の支

払いを要します。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前
にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条に
おいて「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありま
せん。 

(1) サービス区域外における次の承諾を受けたとき。 
(ア) 契約者回線の終端が提供事業者のサービス区域外（契

約者回線がその収容サービス取扱所以外の電話サービス取
扱所を経由する場合には、その契約者回線が後に経由す
る電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。
以下この条において同じとします。）となる契約申込をし、そ
の承諾を受けたとき。 

(イ) 契約者回線の終端がサービス区域外となる契約者回線に
ついて、サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受け
たとき。  

(ウ) 移転後の契約者回線の終端がサービス区域外となる契約
者回線の移転（移転後の契約者回線の終端が移転前の
契約者回線の終端と同一の構内（これに準ずる区域内を
含みます。）端末設備の設置範囲内となるものを除きま
す。）の請求をし、その承諾を受けたとき。  

(2) 契約者回線が異経路となる場合契約者回線を異経路とするこ
との請求をし、その承諾を受けたとき。  

2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に
かかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまで
に着手した工事（契約者回線が異経路となる場合以外の場合
にあっては、サービス区域外における契約者回線の新設の工事に
限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担するも
のとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費
用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
第 39 条 （割増金） 
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場
合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しな
い額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を
割増金として支払っていただきます。 
 
第 40 条 （延滞利息） 
契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払
期日を経過してもなお 支払いがない場合には、支払期日の翌日から
起算して支払いの日の前日までの期間について年１４，５％の割合
（閏年も３６５日として計算するものとします。）で計算して得た額を
延滞利息として支払っていただきます。 
 
第 41 条 （債権の譲渡および譲受） 
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者

に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあ
らかじめ承認するものとします。この場合、当社は、 契約者への
個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者（当社が別
に定める者に限ります。以下この条において同じとします。）の規
約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者
の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するもの
とします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、
契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものと
します。 

3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供す
る本サービスの料金とみなして取り扱います。 

4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に
係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき（料金



その他の債務に係る債権について、本条１項の定めにより同条に
定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払
わないときとします。）は、当社がその料金の支払いがない旨等を、
当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについ
て、同意していただきます。 

 
 
第 11 章 保守 
 
第 42 条 （契約者等の維持責任） 
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び
技術的条件に適合するよう維持するものとします。 
 
第 43 条 （契約者等の切分責任） 
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回

線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備又は
端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設
備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社
に修理の請求するものとします。 

2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社また
は提供事業者は、試験を行い、その結果を契約者に通知しま
す。 

3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故
障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係
員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気
通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担
するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要
した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
 
第 12 章 損害賠償 
 
第 44 条 （責任の制限） 
1. 当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用
できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信
に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな
る場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあること
を当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続
したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事
業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する
場合は、この限りでありません。 

2. 前項の場合において、当社は、サービスが全く利用できない状態に
あることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間
（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時
間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスに係る次
の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償し
ます。 

3. 当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったとき
は、前項の規定は適用しません。 

4. 第１項及び第２項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設
備に係る損害賠償の取扱いについて別段の定めがある場合は、
その定めるところによります。  

5. 本条の規定にかかわらず、提供事業者が損害を賠償した場合に
は、その範囲において賠償します。 

 
第 45 条 （免責事項等） 
1. 前条（責任の制限）の規定は、本サービスに関して当社が契約

者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は、契約者、
その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、
本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の
利用目的以外に使用されたことによって、その結果発生する直接、
或いは間接の損害について、前条（責任の制限）の責任以外
は、法律上の責任並びに明示、又は黙示の保証責任を問わず、

いかなる責任も負いません。また、利用契約の定めに従って当社
が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責
任も負いません。但し、当社に故意、又は重大な過失があった場
合、本条は適用しません。 

2. 本サービスと接続する契約者のシステムが、インターネットと接続さ
れ、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、
その他アタック等により、契約者ネットワーク内に何らかの被害が
発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。 

3. 当社は、本サービスが、契約者の特定の目的に適合すること、期
待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、
本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、
確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。 

4. 当社は、本サービスの利用に起因する契約者或いは第三者の損
害（情報等が破損または滅失したことによる損害、若しくは契約
者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害を含むが、
それに限定されない。）について、その原因の如何によらず、一切
の賠償の責任を負わないものとします。 

5. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧
などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器の故障、破
損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとし
ます。 

6. 当社は、本サービスにかかる設備その他のネットワーク接続装置の
設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者の動産、
不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも
のであるときは、その損害を賠償しません。  

7. 当社は、本サービスの技術的条件その他の変更により契約者のネ
ットワーク接続装置または契約者の電気通信設備の改造または
変更（以下、「改造等」といいます。）を要する料金については
負担しません。 

 
 
第 13 章 契約者情報の通知等 
 
第 46 条 （契約者等の氏名の通知等） 
契約者は、協定事業者又は特定事業者から請求があったときは、当
社がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又
は特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとしま
す。 
 
第 47 条 （協定事業者等からの通知） 
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はサービ
スの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者から
その料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのサービスを提供
するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾する
ものとします。 
 
第 48 条 （契約者への連絡等） 
1. 電気通信設備の設置若しくは保守上必要な工事の実施その他

本サービスの提供上必要がある場合、協定事業者等が契約者に
直接連絡し、当社に代わり契約者と対応することを承諾するもの
とします。 

2. 設置した電気通信設備に故障があると認めた場合には、協定事
業者等が契約者に連絡の上、必要に応じ、契約者宅に作業員
を派遣し、故障修理を実施する場合があります。 

 
 
第 14 章 雑則 
 
第 49 条 （反社会勢力に対する表明保証） 
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、

自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢
力（以下、総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと、反
社会的勢力の支郤・影響を受けていないことを表明し、保証する
ものとします。 



2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認めら
れた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解
除することができるものとします。  

(1) 反社会的勢力に属していること。 
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。  
(3) 反社会的勢力を利用していること。  
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する

などの関与をしていること。 
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、

または脅迫的言辞を用 いたこと。  
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除によ

り被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の
賠償を当社に求めることはできないものとします。 

 
第 50 条 （当社の装置維持基準） 
当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注
意義務をもって当社の設備を維持します。 
 
第 51 条 （利用責任） 
1. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三

者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは
第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解
決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとし
ます。 

2. 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、
そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は当社に対
してその損害を賠償するものとします。 

 
第 52 条 （契約者情報の保護） 
1. 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上ま

たはその他の業務上の情報（以下「お客さま情報」といいます。）
を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された
利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するもの
とします。 

2. 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講
じて保護するものとします。 

3. 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または
法律開示が認められる場合（正当防衛、緊急避難等を含む。）
を除き、第三者に開示、提供しないものとします。 

 
第 53 条 （第三者への委託） 
1. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、その業務の一

部を第三者に委託することを了承するものとします。  
2. 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当

社の委託によりサービスに関する業務を行う者に通知する場合が
あることについて、同意するものとします。 

 
第 54 条 （守秘義務） 
契約者及び当社は利用申込に関連し、知り得た相手方の技術上・営
業上またはその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾な
しに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の
各号に該当する場合は、この限りではないものとします。    
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。 
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合。 
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合。 
(4) 自ら独自に開発した場合。 
(5) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられること

なく正当に取得した場合。 
(6) 法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が

求められた場合。 
(7) 契約者に対し、利用申込に基づく義務の履行を請求する場合。 
(8) 本サービスに起因して紛争または損害賠償請求が発生した場合。 
(9) その他、本サービスの運営上必要がある場合。   

 
第 55 条 （残存条項） 
第 54 条（守秘義務）については、利用申込書の後も効力を有するも
のとします。 
 
第 56 条 （管轄裁判所） 
本サービス利用に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合
は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。 
 
第 57 条 （準拠法） 
利用契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日
本法を適用します。 サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めが
ある事項については、その定めるところによります。 
第 58 条 （技術的条件） 
本サービスにおける基本的な技術事項は、別途当社の定める仕様書等
に定めるとおりとします。 

 
付則 
本規約は、2021 年 2 月 16 日から施行します。 
本規約は、予告なく内容を変更する場合があります。



別紙 1（用語定義） 

 

用語 用語の意味 

(1)国内通信 通信のうち日本国内で行われるもの 

(2)国際通信 

通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置
した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業
者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下
同じとします。)との間で行われるもの 

(3)提供事業者 西日本電信電話会社 

(4)特定事業者 提供事業者が別に定める者 

(5)契約約款等 
契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といい
ます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとし
ます。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約の契約条項 

(6)契約者回線 

取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線契約の申込者が
指定する移動無線装置(契約の申込者がファイバー 
インサービスを利用するために携帯する無線送受信装置をいいます。以下同じとします。)と無線基地局
設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのものであって、当社が別に定めるものをいい
ます。以下同じとします。)との間に設定される電気通信回線 

(7)サービス取扱所 電気通信サービスに関する業務を行う電気通信事業者の事業所 

(8)取扱所交換設備 サービス取扱所に設置される交換設備 

(9)回線収容 契約者回線を提供事業者が設置する電気通信設備に収容すること 

(10)回線収容部 契約者回線を収容するために提供事業者が設置する電気通信設備 

(11)契約者回線等 
(1) 契約者回線 
(2) 回線収容部 

(12)端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の
設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 

(13)自営設備 
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の
設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 

(14)自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

(15)自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設
備以外のもの 

(16)技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 

(17)協定事業者 提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

(18)相互接続点 

提供事業者とそれ以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備
の接続点(当社が協定事業者(提供事業者が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとしま
す。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 
85 号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する
卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区
間との分界点を含みます。) 

(19)回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) 

(20)消費税相当額 消費税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 

 

 



別紙 2（サービスメニューの種類） 

【1 基本サービスの種類】 

品目 細目 内容 

オンライン授業スター
トパック（光コラボレ
ーションモデル） 

ファミリータイプ 

（戸建向け） 

Ⅰ型 最大概ね 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの 

Ⅱ型 最大概ね 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの 

Ⅲ型 最大概ね 1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの 

マンションタイプ 

（集合住宅向け） 

Ⅰ型 最大概ね 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの 

Ⅱ型 最大概ね 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの 

Ⅲ型 最大概ね 1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの 

 

集合住宅向けには、次表の通信又は保守の態様によるその他の細目があります。 

品目 内容 

プラン・ミニ(ミニ) 
集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 4 以上となるものであって、IP 通信網契約
者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン 1 以外のもの 

プラン 1 
集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 8 以上となるものであって、IP 通信網契約
者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもの 

プラン 2 

集合住宅向けの契約者グループに係る契約者回線の数が 16 以上となるものであって、代表者(その契
約者グループに係るすべての IP 通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。)が一括
して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、当社が契約者グループを設定す
るもの 

 

備考  

1 代表者は、その契約者グループに係る IP 通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きま
す。)を行う者であり、1 の契約者グループにつき 1 人とします。  

2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定につ
いては、その契約者グループに係るすべての IP 通信網契約者の同意に基づくものとします。 

 

 

 

【2 オプションサービスの種類】 

なし 


